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放送事業者におけるガバナンス確保に関する検討会（第８回） 

議事要旨 

1. 日時 

令和８年１月21日（水）10時00分～11時14分 

 

2. 場所 

WEB会議 

 

3. 出席者 

（１）構成員 

宍戸座長、上田構成員、落合構成員、音構成員、巽構成員、林構成員、 

深水構成員、松井構成員 

（２）オブザーバー 

一般社団法人日本民間放送連盟、日本放送協会、 

一般社団法人全日本テレビ番組製作社連盟 

 

（３）総務省 

豊嶋情報流通行政局長、近藤大臣官房審議官、 

井田情報流通行政局総務課長、佐伯放送政策課長、坂入放送業務課長 

 

4. 議事要旨 

（１）一般社団法人日本民間放送連盟からの発表 

一般社団法人日本民間放送連盟から、資料８－１に基づき、説明が行われ

た。 

 

（２）取りまとめ（案）に対する意見募集の結果 

事務局（坂入放送業務課長）から、資料８－２から資料８－４に基づき、

説明が行われた。 

 



 －2－ 

（３）意見交換 

各構成員から以下のとおり発言があった。 

 

【林構成員】 

名古屋大学の林です。 

 １点ございまして、資料の８－２の８ページ、パブコメの概要の中の左側の

日テレ等の意見の中で、「基幹放送普及計画に、これまでなかったガバナンス関

連の規定を新たに盛り込むのは、行政の介入を生むきっかけとなる可能性があ

ると考えます」というところでございます。 

 これに関する発言、私も本検討会の中でしたと思いますので、この指摘は非

常に重く受け止めるべきだと感じているところですけれども、右側の本検討会

の考え方として、２段落目において「各放送事業者が業界団体の指針に基づい

て必要な取組を行うことを促すなど、基幹放送普及計画を通じて、放送事業者

による自発的な体制整備を確認することを検討すべき」という旨が指摘されて

おりますが、この部分はさらっと書かれており、行政の謙抑的な姿勢を示すも

のとして、私は極めて重要ではないかと思って読んだのですけれども、現時点

で可能であれば、もう少し具体的なイメージがあれば、事務局に敷衍してお聞

きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

【坂入放送業務課長】 

事務局でございます。 

 今、林構成員のほうから御指摘のありました点でございますけれども、具体

的な制度改正の検討については、取りまとめがなされた後に総務省において検

討するものでございまして、現時点で具体的な内容を述べることは困難でござ

いますけれども、今まさに御指摘いただきました考え方、業界団体の指針に基

づいて必要な取組を行うことを促すのだという点、放送事業者による自発的な

体制整備を確認するという点、それから、行政が個別具体的なガバナンス体制

には介入することとならないようにするという点、こういった点を十分に踏ま

えて検討していきたいと、このように考えております。どうぞよろしくお願い

いたします。 
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【上田構成員】 

 まずは、このような大部にわたる御報告書をおまとめただきましたことも心

より感謝申し上げます。内容はこの有識者会議での議論を踏まえたものである

と拝察しております。本日御説明いただきましたが、パブコメを踏まえた修正

箇所についても賛同しております。 

 会議では、主に３点、大きな視点があったかと思います。これは、すなわち、

１つ目が自主自律の原則の尊重、２つ目が公益事業を行う事業者に期待される

責任、３つ目が個別の事業者の実情・規模等を踏まえた取組、これはアプライ・

アンド・エクスプレインという形で落ち着いたかと思います。こういった放送

事業者の特性に配慮した議論が行われたと思いますし、報告書もこれらの視点

を組み込んだものになっているかと思います。毎回、先ほど民放連からも御説

明ありましたけれども、事業者側からの御説明があったことは大変役に立った

と思っています。本件で議論されたガバナンスの確保ですが、これは放送事業

者を守る手段、私、転ばぬ先の杖というような表現を使わせていただきました

が、それであるとともに、一方で極めて重要な公益事業を果たすという社会的

責任を果たすための基盤となるものでもあります。他方、個別の事業者におか

れてはなかなか御対応が難しいような実態もあるということでしたので、ここ

は業界団体としての民放連のサポートにも期待をしているところでございます。

そして、万が一にも本会議のきっかけとなったような不幸な事案、こういった

ものがまた起きて、ガバナンスの脆弱性が業界への信頼性を傷つけることにつ

ながらないこと、これを絶対に再発させないためにも、内部的には、各事業者

の実情に応じたガバナンスの向上、そして外部からのモニタリングの仕組みの

導入の対応が急がれるのではないかと考えております。そのため、今回のパブ

コメの御回答にもありましたが、もし関連して何らかの制度整備等が必要であ

れば、事業者の理解も得つつとはなりますが、できるだけ早期にこれを進める

ことを期待するところです。 

 いずれにしても、この取組、一過性のものとして終えるのではなく、継続的

なものとしてフォローアップをしていくことが重要であろうかと思います。そ

の方策として、報告書の中で御提示、御提案いただいているように、まずは事

業者、業界団体で自主的に行うのが大きな基本であろうかと思います。他方、
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放送事業という極めて高い公益性を有する事業者であるという実態を踏まえま

して、ステークホルダー、具体的には事業者、そして国民代表としての有識者、

そういった立場の方、そして行政等が一堂に会するラウンドテーブル、今回は

円卓会議が御提示されていますが、こういったものをもって、透明性と実効性

を踏まえて議論することが必要であろうかと思います。 

 いずれにしましても、放送事業者及び放送業界全体のガバナンスの底上げ、

ガバナンスの実効性とさらなる高度化を期待するところであります。 

 最後になりましたけれども、今後、いろいろお手続もあろうかと思いますが、

今後の報告書の取扱いとか手続等につきましては、座長、宍戸先生及び事務局

の御采配に一任したいと存じます。 

 いずれにしましても、貴重な議論と、このようなすばらしい御報告をまとめ

ていただきましたことを感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

【松井構成員】 

御発言の機会をいただきどうもありがとうございます。 

 私からは、報告書についての訂正の要望はございません。報告書のおまとめ

をいただきまして、ありがとうございます。 

 他方で、今回のパブリックコメント、政策の立案過程の正当性の観点から、

発言の形で少し意見を残しておきたいと思っております。 

 先ほど総務省からのまとめの中では、放送事業者からの御意見としてたくさ

んの御意見を紹介いただきまして、それぞれに対する考え方や応対をおまとめ

いただきましたけれども、一方でその他一般からの御意見について１つの枠に

まとめてございました。放送事業について、私は、今回この検討会に入るのが

初めてでございまして、どういった形でパブリックコメント及び民意を反映す

るのかについて疎いのですけれども、放送事業については一般的な視聴者から

の意見が多く、また、パブリックコメント及び審議会は、多様な意見をきちん

と反映したものとして機能している形が重要だと思っておりますので、一応そ

ういった事業者以外からの御意見について考えているところを述べまして、審

議会及び報告書で、それらの意見を位置づけたという形を確保しておこうと思

ったところでございます。 
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 これらのその他の御意見というのは、ほとんど異口同音に、放送の中立性、

放送法４条の趣旨に照らして放送事業者の適正なガバナンスの確保が重要であ

るという、報告書の冒頭にある記載に対して反応するものでございまして、そ

の先の御提案、御意見は様々に分かれるのですけれども、今般議論しているガ

バナンスよりも、放送内容の中立性を確保してほしいであるとか、あるいは、

今回のガバナンスの適正の確保に係る検討自体が放送内容の確保、内容の監督

に関するものであると誤解されたような、そういったものなどが多くて、なか

なかパブリックコメントに対する御返答が難しかったかなと思うのですけれど

も、いずれにしても放送内容についての監督の強化に結びつくような御意見が

多かったように思っております。それに対して、そういった監督の強化こそ、

４条の内容に背馳するものになってしまう可能性があること、また、今般議論

されたガバナンスの確保を自発的に行っていただくことが、放送法４条の放送

内容の中立性の維持のためにこそ必要であること、こういったことが報告書の

基本的な姿勢構造であることを御理解いただければと思いながら、それらのパ

ブリックコメントを読んだということでございます。 

 基本的に、総務省の御返答としては、放送の中立性と今般議論したガバナン

スとは直接には関係がないということを踏まえた上で、御意見として承ります。

あるいは、放送事業者に対する御意見であって、それは報告書に関する意見で

はないけれども、承りますといったような返答をされておられるのですけれど

も、またそれは正確な内容だと思いますが、言い回しがパブリックコメント特

有の画一的なものであるために、パブリックコメントをもし出しなれていない

国民であるとすれば、その返答自体の意味があまり理解できずに、内向き監督

であるという印象を与えてしまうのではないかと思われました。これは行政機

関における諮問の内容に対するパブリックコメントに、どう対応するのかとい

う基本的な問題に関係しますけれども、このようなご意見に対する理解を議事

録の形で後付けておこうと思って発言をさせていただきました。 

 私からは以上です。 

 

【宍戸座長】 

 それでは、この後でございますけれども、今、御発言をいただいた構成員の
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方も含めまして、今回、パブリックコメントでの御指摘を受けた資料８－４の

本検討会としての取りまとめの修正箇所も含めて、この取りまとめについて御

了承いただいたものと扱わせていただいてよろしゅうございますでしょうか。

細かな字句の修正等が発生し得るわけでございますけれども、この点も含めて、

先ほど上田構成員からあらかじめお任せしますと言っていただきましたけれど

も、私の方に一任をいただけないかと思います。この点も含めてよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【宍戸座長】 

ありがとうございます。構成員の皆様から異存ありませんということをチャ

ット欄等でもいただいております。 

 それでは、もしあった場合には、必要な修正を行った上で、可能な限り速や

かに取りまとめとして公表をさせていただきたいと思います。また、総務省に

おかれましては、本取りまとめを踏まえまして、制度改正等の必要な措置を速

やかに講じていただくようお願いをいたします。併せまして、官民が連携して

フォローアップをする仕組み、いわゆる円卓会議につきましても、速やかな立

ち上げについて進めていただきますようお願いを申し上げたいと思います。 

 本日の議題は以上でございますが、今回は取りまとめの会でございます。そ

こで、構成員の皆様から、この８回を振り返って、自由に御発言をいただけれ

ばと思っております。私から構成員の皆様を五十音順に指名させていただきま

すので、これまでの検討に関する御感想、あるいは今後の期待などにつきまし

て、御発言いただければと思っております。恐縮でございますが、時間の関係

でお一人様３分以内を目安にお願いをいたします。 

 

【上田構成員】 

もう私、先ほど取りまとめを含めてコメントさせていただきましたので、追

加ではございません。 

 本当にこのような機会をいただきまして、ありがとうございます。これがし

っかりと定着してフォローアップされることを期待しております。本当にあり

がとうございました。 
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【落合構成員】 

 今回、これまでの取りまとめについて、総務省の事務局だけではなく、民放

連の皆様や、民放連側での検討も含めて議論に参加された放送局の皆様に、感

謝を申し上げます。 

 今回は、放送事業者のガバナンスについて検討いたしました。改めて振り返

りますと、最終的な目的は、放送局がメディアとしての公共性、公益性のある

主体として、デジタル空間での情報伝達が広がっていく中で、信頼性のある情

報発信に関する役割を継続的に果たしていけるようにする点にあると考えてお

ります。事業の継続性を保ちつつ、地域性のある情報発信が質的に増加してい

くことが、社会的にも極めて重要な事柄であると考えております。 

 こういった中で、ガバナンスを整備することは、単に負担を課す意味ではな

く、より持続的に事業が進められ、デジタル空間の中でも活躍できる足がかり

をつくっていただくための取組であると考えております。 

 一方で、本日のパブリックコメントにおいても御指摘がございましたが、行

政による恣意的介入につながることは誰にとっても望ましくない結果となりま

す。その意味では、総務省におかれても、今後の規則整備に当たって恣意的な

運用とならないよう、できる限り明確な基準を整備し、適切に運用されていく

ことを期待いたします。 

 その上で、今回の全体的なフレームワークの運用についてでございますが、

総務省の規則の運用も含めて、放送事業者の中でも様々な事業形態や規模の

方々がおられることを踏まえ、リスクベースでの合理的な運用がなされていく

ことを望みます。また、各事業者の取組においては、できる限り個別の状況に

応じてエクスプレインをされていくことを期待しております。同じ開示を皆様

がされることになると、結果として、社会との対話やその一部としての円卓会

議での議論が深まらず、持続可能性の確保にもつながらない場合が出てまいり

ますので、運用に当たってエクスプレインを十分に行っていただくよう、留意

をお願いいたします。また、ガバナンスは一度つくって終わりではなく、事業

の状況も様々変わっていく中で、特に放送事業者においては、人口減少やデジ

タル空間からの影響、広告ビジネスそのものの在り方など、事業環境が大きく

変わるタイミングにもなっております。こういった状況も踏まえながら、経営



 －8－ 

環境の変化や自社の事業の状況を継続的に注視していただき、それぞれ見直し

を継続的に行っていただくことが重要であると考えます。そういった取組につ

なげていただくことも期待いたしますし、そのような取組を通じて、放送波の

みならず、通信や情報空間への発信にも、より一層放送事業者が貢献していた

だくことを期待しております。 

 私の発言は以上でございます。 

 

【音構成員】 

音です。よろしくお願いします。 

 今回、この検討会、フジテレビ問題を契機として立ち上がったわけですけれ

ども、今回のパブコメを拝見いたしますと、先ほど松井先生御指摘されたこと

は私も同じように思ったのですけれども、やはり放送事業者よりは、一般の方々

から、やや厳しめな、それも、これまでの放送法に関しての議論とは少し離れ

た形の意見が多かったように思います。でも、それは逆に言うと、フジテレビ

問題を契機とした放送事業に対するある種の不満ですとか不信ですとかという

ものの現れだと言うこともできるかと思います。 

 この検討会では、放送事業者にどうバランスを利かせるのかということで、

放送事業者の持っている公共性、公益性という問題ですとか、言論機関の意味

合いですとか、それから、日本における放送事業のサイズの違いですとか等々

を加味した形で今回の取りまとめになったと私は認識しておりますし、である

がゆえに、第一義的には、ガバナンスは個社の問題であり、それを進める形で、

民放連という業界団体が全体の実情を踏まえつつ、業界全体で自主自律を図っ

ていく形の枠組みをつくられようとしていると、先ほど堀木専務理事の方から

その様子、御案内をいただいたと認識をしております。もう片方で、レーラー

をウオッチし、場合によっては助言をする円卓会議ということかと思います。

そういう意味においては、収まるところに収まった形だとは思いますけれども、

他方において、先ほど何人かの先生方が御指摘のとおり、あくまでも自主自律

に基づいたガバナンスの確保が前提でございますし、そこに行政の恣意的な対

応がかからないようにすることは当然かと思います。その意味においては、こ

の後の具体的な制度の改正等においてしっかりとその基準等をオープンにして
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展開していくことが重要だと思いますし、民放連の活動、この後の活動に関し

ましても、しっかりと透明性を担保する形で展開をしていくことが重要だと思

いました。 

 私からは以上です。 

 

【巽構成員】 

 巽でございます。私からも全般的なコメントを申し上げたいと思います。 

 まず、パブリックコメントで放送事業者の方々から指摘されておりました、

放送事業者の自主自律を重んじるという点に関しましては、私はこれは取りま

とめでも当然の前提として盛り込まれている事柄だと思っております。特に放

送内容への介入を懸念する声が見られましたけれども、今回の取りまとめの案

の修正の中で経営基盤の持続可能性を確保する観点から報告手続を設ける形に

具体化された点は、これはもともとそういうつもりで取りまとめたものではあ

りますけれども、それが明記されたことで、ご懸念に応える方向性での取りま

とめだということを確認しておきたいと思います。 

 もう一つは、裏面においてですけれども、先ほど音構成員おっしゃっていま

したとおり、今回の検討会が立ち上がった契機となった事案がございます。私

としては、今回の検討会のアジェンダの究極的な目標は、そういう致命的なコ

ンプライアンス違反を二度と繰り返さないようにするためにはどういう制度設

計が必要なのかという、そういうところを議論していたと認識しております。

そうしますと、放送事業者の自主自律を重んじる点は、裏を返しますと、放送

事業者の皆様方にこうした問題が二度と起こらないように細心の注意を払って

いただくことを意味していることでもございます。そうしますと、やはりフォ

ローアップの場が今後重要だと思いまして、基本的には、これはパブコメにあ

りましたけれども、総務省が関与するとしても、私としては、まずは事務局機

能を果たしていただくのが第一義的な点だとは思っているのですが、今回の検

討会が立ち上がった契機となった事案があまりにも重大で致命的なものだと思

いますので、円卓会議に行政もアクターとして入っていただいて、適切にフォ

ローアップをしていく必要がやはりあるものと考えております。 

 しかしながら、繰り返しですけれども、それによってとりわけ放送内容に介
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入とか圧力がかかるような事態は必ず避けなければならないわけで、そういう

意味で、フォローアップの場でも総務省においては注意していただきたいと思

います。一国民としての意見なのか専門家としての意見なのか分からない部分

もありますが、やはり契機となった事案の重大性に鑑みまして、放送事業者の

自立自律を重んじることの意味が、とりわけ事業者の皆様方にとって大きな意

味を持っているのだと改めて申し上げておきたいと思っております。 

 以上です。 

 

【林構成員】 

私も、最後ということですので、既に本検討会で述べたことの繰り返しです

けれども、何点か述べたいと思います。 

 改めてフジ事案を受けてガバナンスの在り方について本検討会の焦点になり

ましたのは、ガバナンス強化は時代の流れで極めて重要なことだけれども、仏

つくって魂入れずということになってはならないと思います。各局の実情に応

じて実効性を持たせるのは非常に大事で、そのためには平時の取組としての事

案の未然防止と、事案の発生した後の事後対応に分けて検討することが大事だ

と思っています。今後も関係者間でそういう議論が進むことを期待しています。 

 ２点目は、放送事業者が国民の知る権利に奉仕し続けられるためにも、より

強固な経営体制の構築であるとか事業の継続性の強化に向けた議論にも、本検

討が目配りできたのはよかったと思います。この議論、どうしても喉元過ぎれ

ばという一過性のものになりがちですけれども、継続的な取組を進めることが

大事で、この議論は各局が、個社が閉じた議論するのではなくて、業界全体で、

業界団体の民放連とか各放送事業者と行政を含めた関係者で対話を踏まえてや

っていくことが大事で、その意味で、先ほど御紹介のあった民放連のお取組に

も大いに期待しているところであります。 

 また、コンプライアンス確保というのは、民放事業者だけじゃなくて、ＮＨ

Ｋも含めた全社的に取り組まなければいけないものですので、その限りでは民

放とＮＨＫの二元体制の下で、放送業界全体として取り組んでいただきたいな

と思います。 

 ３つ目はさっき既に議論あったところですけれども、フジ事案では情報が関
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係者間で適時適切に共有されなかったことに問題があると思いますので、今後

も残念ながら不祥事が生じる可能性は避けられないでしょうから、その際に情

報が各関係者間で適時適切に共有されることが必要ですし、それとともにステ

ークホルダーに早期に情報開示されて、透明性確保されることは何より大事だ

と思っています。 

 最後に４つ目ですけれども、今回の事案は、宍戸座長もおっしゃっておられ

ました放送法１条で規定されている放送に携わる者の職責とは何なのかという

ことを改めて自問するきっかけになったのではないかと思います。ガバナンス

は全ての事業者に関わることで、事業会社であればどの会社であっても、程度

の差はあれど事業活動に対するリスク分析とか、あるいは危機対応みたいなこ

とをやっていると思います。その上で、放送事業者は、報道機関としての信頼

性の確保が特に要請されている、社会から期待されているところですので、災

害時にテレビ、ラジオの放送が求められるのは信頼のあかしだと思いますし、

テレビの発する情報は、毀誉褒貶ありますけれども、そうは言ってもやはり非

常に信頼されていると思います。そういう意味では、本検討会のきっかけにな

ったフジ事案において、ＣＭ出稿が止まることがリアルに起こってしまったと

いうことは、将来も起こる可能性があるということですので、そうすると起こ

らないようにするための防波堤をどうしても高くしなければいけない部分が出

てくるのですけれども、そういう意味ではやむを得ない部分があり、これは放

送に携わる者の職責を不断にアップデートする取組で、これで完成というもの

はありませんので、様々なリスク管理を高度化して説明責任を果たしていく不

断の取組として、関係者間の今後の取組、円卓会議を含めて、民放連のお取組

も含めて、今後の取組に大いに期待しているところであります。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

【深水構成員】 

深水です。まず、宍戸先生、これまでの議論の取りまとめ、大変御苦労さま

でした。あと、民放連の皆さん、毎回アップデートをいただいて、こういう形

で皆さんとオープンに議論ができたことは、このトピック、ガバナンスの確保

について、議論を前に進める上で、非常にいいストラクチャーで議論ができた
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のかなと思いますので、そこについては改めて感謝を申し上げます。ありがと

うございました。 

 私は、この検討会、一貫して、基本的にはガバナンスの大前提となる実態把

握、より解像度を上げた実態把握の必要性ということと、その情報の非対称性

を踏まえた情報コストの低減とか透明性の向上という観点から、どういうイン

センティブの仕組みとか政策、あるいは実効性の確保が必要なのかということ

について、コメントさせていただきました。皆さんのコメントと基本的には重

複しますけれども、今回のパブリックコメントの中で、個人の方々からは、や

はり皆さん、メディアの皆さんに、信頼性の高い情報の発信というのと、あと

は多様な情報の発信を期待されていることがクリアに出たのかなと思っていま

すので、それを継続的にやろうとすると、まさに、そういうパーパスみたいな

ものを実現しに行こうとしたときの信頼確保の仕組みとして非常に前向きなも

のとして、ガバナンスが出てくるのではないかなと。そういうものとして位置

づけていただいて、まさに置かれた状況に即して自主自律でガバナンスをして

いただくと。 

 少し厳しいことを申し上げると、自主自律ということは、ある意味、重い責

任を負って、ガバナンスであればどういう実態を把握して、そこからのリスク

をきちんと評価して、今の状態と比べて優先度の高い項目を洗い出して、それ

に対して、どういう形でガバナンスの政策を打ち、運用して、有効性を検証し

て、必要な改善を重ねていくのかと、これを皆さんが、それぞれがプロアクテ

ィブにやっていき、必要に応じて説明をすることが期待されていますし、そう

いうことをやるのが、この領域でのガバナンスの非常に重要なところだと思っ

ています。先ほど何人かの方が、フォローアップが重要だという話をされてい

ましたけれども、それが非常に大事かなと思っておりまして、これからまさに

自主自律の精神でガバナンスをすることによって、新たな課題とか、これまで

十分に議論していない課題がたくさん浮かび上がってくるのかなと思っており

ます。そういうものについてオープンにしていただいて、ステークホルダーの

中でいろいろ前向きに議論をしていくことで、そのガバナンスの議論がこの領

域で深まっていくことが非常に大事かなと思いますので、ぜひそのような形で

フォローアップを進めていただければと思います。 
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 私からは以上です。 

 

【松井構成員】 

私の申し上げたいことは、放送事業という観点からは、先ほど落合構成員が

御発言くださった内容とほぼ同じでございます。商法、会社法分野から付け加

えることがあるとすれば、この検討会の冒頭から述べてきたことでもあり、ま

た事業者の皆様が御指摘されているとおりですが、今般議論いたしましたこと

は、本来、基本的な企業としてのガバナンスの取組の一般的な枠組みの中で対

処できるものだと個人的には思っておりますし、また、問題の根っこは取引の

構造にあるのではないかと思っておりますので、企業の規模、内容ごとに取組

内容が変わるのも当然だと思っております。当然ではあるのですけれども、放

送事業の特色として、近年ＳＮＳの発達に伴って不祥事がすぐに拡散し、また、

スポンサーが敏感に反応するようになって、視聴率の低下とか一斉の出稿停止

といったインパクトを伴うようになったということがあるかと思います。この

ことが、ひいては事前の忖度で放送内容を左右してしまうようになったり、あ

るいは財務基盤が低下すれば、放送内容が劣化したり、あるいは一定のスポン

サーへの依存が強くなるといったことにつながることも懸念されるわけで、こ

れらが中立性などの点でもマイナスに働き、そのことが監督の必要性を発生さ

せるのだと思っております。今般の取りまとめに従ってガバナンスを整備する

中で、不祥事の発生確率を低下させるだけでなく、不祥事が起きても、きちん

と透明性の高い枠組みで対応できていることについて信頼を醸成していただき

まして、そのことが一斉の出稿停止であるとか経営基盤への大打撃を回避する

というウィン・ウィンの結果に結びつくというビジョンの中で、適切な運営を

していただくことを強く期待しております。 

 私からは以上です。 

 

【宍戸座長】 

私からも若干申し上げたいと思います。 

 まず、この検討会が立ち上がった、そして検討を進めていった経緯につきま

しては、構成員の皆様から先ほど来御発言あったとおりでございますし、本日、



 －14－ 

アジェンダの１番目で、堀木専務理事から異例の検討会とおっしゃっていただ

きましたけれども、非常に難易度の高い検討を、内容・手続ともに進めなけれ

ばいけない会合であったと思っております。こういう形で、放送事業、あるい

は放送の在り方が問われたのは、私が関わったことで振り返りますと、2009年

頃のＩＣＴ権利保障フォーラムをめぐる議論に近いぐらいのインパクトがあっ

たかなと思ったのですけれども、同時に、そこでは放送内容あるいは放送倫理

の話が問題となり、具体的には、ＢＰＯの在り方という形で議論が収束してい

ったのに対して、今回の検討におきましては、放送事業者の方々のガバナンス

が問題になり、それぞれの放送事業者の取組、また、業界団体としての民放連

の取組が直接の課題となったという点で、ある意味でまたそれとは違う難しさ

があったように思います。 

 私といたしましては、できるだけ公開の場で、放送にお詳しい構成員の方、

あるいはガバナンスの問題にお詳しい構成員の方々、それぞれ多様な方々にお

集まりをいただき、民放連の取組状況も丁寧にお伺いをしながらという形で議

論を進めることによって、何とか落ちるべきところに落ちていかないかと思っ

ておりましたけれども、音構成員におっしゃっていただいたように、そういう

形でここまでたどりつけたことは本当によかったと思います。改めまして、関

係の皆様に御礼を申し上げたいと思っております。 

 言うまでもなく、今回のこの取りまとめで提言をしたこと、そしてそれに関

連して今後総務省において規則類の準備、また円卓会議の設置については、座

長として、私、先ほどお願いをいたしましたけれども、既に構成員の方々がお

っしゃっていただいておりますとおり、これについて、放送による表現の自由

と、放送の自主自律が侵されることのないよう、むしろそれを強化するための

ものであるということで、放送事業者、業界団体、それから行政の関係はそれ

ぞれに節度を持って適切に進められることが大事であるだろうと思っておりま

す。何よりも、ここで提言された内容を事業者、それから事業者団体において

実践していただき、強いガバナンスに裏づけされた自主自律をもって、仮に問

題があるような制度運用がなされることがあれば、それに断固として反対して

いただく、反撃していただくことが、まさに放送事業者の方々、あるいは放送

に携わる方々の職責であり、そのお支えをしたかったのだということを、改め
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て私としては強調したいと思います。 

 また、質疑応答の際に、松井構成員からパブコメの扱いについても御指摘を

いただきましたけれども、幸か不幸かという感じですが、今週には、放送政策

のより包括的な議論をするデジタル時代における放送制度の在り方に関する検

討会がございまして、本日の検討会の取りまとめについても御報告することが

予定されておりますので、その際にも、併せてこの点もお伝えをしておきたい

と思っております。 

 改めまして構成員の皆様に御礼を申し上げますとともに、オブザーバーとし

て御参加をいただきました民放連、日本放送協会、それから全日本テレビ番組

制作者連盟に御礼を申し上げたいと思います。取りわけこの間、民放連におか

れましては、まず、団体内部での様々な対応、あるいは意思形成を図ると同時

に、この場で御説明をいただき、また、こちらからの様々なインプットについ

てもお考えをいただくことで、要は両面で対応するという、それこそ難易度の

高い検討を続けていただいたと思いますけれども、引き続き、民放連としての

ルール等の整備について、また、実践についてお取組いただければと思ってお

ります。ありがとうございました。 

 

（４）閉会 

閉会に当たり、豊嶋情報流通行政局長より次のとおり挨拶が行われた。 

 

【豊嶋局長】 

恐れ入ります、情報流通行政局長の豊嶋でございます。 

 改めまして、座長の宍戸先生をはじめ構成員の皆様におかれましては、本日

も御多用の中御出席いただきまして、ありがとうございます。事実上最終回だ

と承知をしておりますので、私のほうからも御礼を含めまして、一言御挨拶を

申し上げたいと思います。 

 改めて申すまでもなく、この検討会、昨年民間放送事業者において発生をし

た事案を発端として、放送事業者に求められるガバナンス、あるいはガバナン

スを機能させるための方策について、放送事業者あるいは業界団体、あるいは

行政が果たすべき役割ということを交えながら御議論いただいたものでござい
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ます。放送制度一般に、各種いろんな検討会がございますけれども、こういう

ガバナンスというのを冠に掲げて検討するのは、今までは経験上あまりないパ

ターンでありまして、テーマもそうですし、その後の議事運営の進行もかなり

前例のない形で短時間で精力的に議論を重ねていただいて、本日この提言を取

りまとめていただいたことにつきまして、厚く御礼を申し上げたいと存じます。

どうもありがとうございます。 

この取りまとめ、かなりいろいろなものが各所に記載されていると感じてお

ります。放送が今後ともその社会的役割を果たし続けることができるために何

をしていくべきなのか。放送事業におけるガバナンス確保に関する取組の基本

的な考え方の整理をいただいたほか、取組の具体的内容としての、例えば事案

の未然防止と、あるいは発生後の対応、そして今後そのフォローアップの仕組

みを整備すること、数々の内容の御提言が盛り込まれたものと理解をしており

ます。 

 総務省におきましては、取りまとめ中で、制度的手当てが必要とされたもの

につきましては、関係規定の整備等に早期に着手をして行政が果たすべき役割

を確実に遂行してまいりたいと存じておりますが、本日の議論も含めまして、

構成員からの御指摘を踏まえながら、着実に制度整備等を進めて運営をしてま

いりたいと思っております。 

 また、本日も民間放送連盟から、昨年12月に定款を変更して、業界全体のガ

バナンス確保を役割として位置付けたほか、ガバナンス指針あるいはガイダン

スの策定、あるいはガバナンス検証審議会の設置等について御報告を賜りまし

た。こうした取組を通じて、業界全体の底上げを図っていくことを期待してお

ります。民間放送連盟におきましては、これまでの間、着実にこの検討を進め

ていただいて、本日の報告を賜ることができますことについて深く感謝を申し

上げたいとともに、その実効性をしっかり発揮していただくことを強く祈念を

しております。 

 国民の信頼が放送の基盤でもあります。それを自らの手で支える努力こそが

自主自律を確立する道であるのではないかと私なりには理解をしております。

事業者団体におかれましても、その新たな取組を通じて、国民視聴者に、いわ

ゆる自浄能力を示すとともに、今後とも放送の社会的役割をしっかり果たして
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いただきたいと強く期待をしております。 

 最後になりますけれども、改めて構成員の皆様のこれまでの議論に感謝を申

し上げるとともに、放送の社会的役割の維持発展に期待を寄せて、最後の取り

まとめに当たっての挨拶とさせていただきます。本当に宍戸座長をはじめ構成

員の皆様方、どうもありがとうございました。 

 

以上 


